


第七条 買受人の支払期限超過違約責任。 

買受人が本契約書規定の期限になっても支払いがない時、下記の第   １   項方法

により処理する； 

１、超過期間に基づいて別々処理する（重複処理しない） 

（１） 期日超過が 90 日以内の場合、本契約規定によって定められた支払期限

の次の日から実際に全額支払われた日まで1日につき 1/10000 の違約金

を売出人に支払うことで契約は続けて履行になる； 

（２） 期日超過が 90 日を超えた場合は、売出人は契約破棄の権利を有する。

売出人が契約破棄の場合、買受人は累計未払い金の 1％を売出人に支払う。

買受人が引き続き契約継続を希望する場合、売出人の同意を経て契約履行

し本契約書の支払期限を過ぎた第二日目から実際に全額支払われた日まで

買受人は 1日につき 1.5/10000 （この比率は第（1）項の比率より多く

なるべきである）の違約金を支払う。本条の期限超過未払い金は本契約書

による第六条規定の満期日の買掛金と実際に支払われた金額の差額を指

す；分割払いを採用した場合、相応の分割買掛け金と当期日実際支払われ

た金額の差額で確定する。 
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